
結婚政策に行政は関与しづらい？

――　堀岡さんは医師になり、厚生労働
省に入省した後、山梨県に出向。今は文部
科学省に出向するなど珍しい経歴ですね。
中でも山梨県出向時に取り組んだ産後ケア
施設づくりは全国から注目されていると聞
きます。
堀岡　かねてより私の問題意識として

あったのは、少子化問題は日本最大の問題
であるということでした。どんなに妊娠
22週から出生後満7日未満までの期間に医
療サービスを提供する周産期医療を頑張っ
たり、子ども政策を充実させても、産んで
もらう子どもの数は直接的には増えませ
ん。そうすると、残るは結婚政策以外にな
いわけです。

そもそも結婚している夫婦間の子どもの
数はあまり減っていません。むしろ結婚を
していない人が大幅に増えていることが日
本の少子化の本質だと思います。しかしな

がら、結婚を推進する政策に国や行政が携
わるのは本当に難しい。東京都がマッチン
グアプリを展開しようと試みると聞いてい
ますが、他でもできるかというと難しいで
しょう。

公の立場である国や行政は、結婚そのも
のを支援するのは難しい側面があります。
山梨県のようなところでは特にそうです。
そうなると、産んだ方の負担を減らすこと
しかありません。少しでも子育てをしやす
くして子どもを増やすというアプローチし
かないのではないでしょうか。

――　なぜ若者が結婚しなくなったの
か。将来に希望が持てない、経済的な負担
が重すぎるといった声もあります。
堀岡　そうですね。少なくとも、結婚を

成立させるために公が関与することは非常
に難しいのですが、結婚した人の負担を減
らすことはできます。その負担を減らす方
法も様々なやり方があります。例えば、保
育園は子どもを預けることで親の時間をつ

くっています。またこの場合に重要なのは、
夫の育児休暇です。夫の育児の時間を増や
すことも少子化に効果があるといったエビ
デンスが出ています。

保育園に預けるにしても、夫が育児休暇
を取得したりして子育てするにしても、共
通しているのは母親の負担を減らしている
ということです。韓国でもそうなのですが、
母親に子どもの世話を押し付けると子ども
が減るというエビデンスがあるのです。

韓国も少子化は日本より厳しくなってお
り、行政が児童手当を支給して経済的な
バックアップをすることはもちろんあるの
でしょうけれども、保育園を作ったり、父
親の育児参加を後押ししたりしています。

出産直後の妊産婦をケア

――　そういった問題意識を持って山梨
県出向時に取り組んだ産後ケア施設とは、
どのようなものだったのですか。
堀岡　私が山梨県の福祉保健部に出向し

た2013年当時、東京都世田谷区に産後ケ
アの先進的な施設がありました。私も個人
的に1人目の子どもが東京にいるときに生
まれ、その施設のことを知っていましたの
で、妻に泊まってもらったのです。これが
非常に良かったのです。

そもそも産後ケアとは、出産直後の母親
をサポートする施設です。出産した母親の
多くは産後3 ～ 4カ月までの間に不安を抱
えがちです。その時期は、出産で消耗した
体力が回復しきっていない上に、特に1人
目の出産の場合は、子育て自体に不慣れな
ためです。2人目以降の出産の場合でも、
上の子と赤ん坊を同時に育てる負担は大き
く、ケアが求められます。

――　ニーズは増えている？
堀岡　妊産婦の入院期間はどんどん短く

なっています。以前は身体が辛いというこ
とで希望すれば、1週間弱くらい入院する
ことも、ままありましたが、入院期間はど
んどん短くなって最近では3 ～ 4日、場合

少子化にどう歯止めをかけるか―。日本全体の社会課題に1つの解決策が生み出され
た。舞台は山梨県。厚生労働省に入省し、同県への出向時代に県有地を活用した「産後
ケアセンター」を開業させたのが堀岡伸彦氏。子どもの数が少なければ収益が上がら
ないという難問がある中で、同氏の捻り出したアイデアが「県内の27市町村を束ねる」
というものだった。どんな経緯を経て、どんな成果が挙がっているか。同氏に直撃した。

山梨方式に活路 !  27市町村を束ねた県が音頭を取って子育て支援をリード

	「少子化問題は日本最大の課題。
公民が連携した“山梨方式”で
歯止めをかけるべきです」

堀岡 伸彦　Horioka Nobuhiko　元山梨県福祉保健部参事

ほりおか・のぶひこ
1979年東京都生まれ。2005年順天堂大学医学部卒業後、東京都の公立病院で研修医として勤務。07年厚生労働省入省。
主に診療報酬や医療制度改革に従事。13年山梨県福祉保健部健康増進課長として出向。15年参事・医務課長。16年厚生労
働省医政局医事課課長補佐。17年同局同課医師養成等企画調整室長。22年から文部科学省にて大学病院改革に従事（現職）。
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によってはもっと短い期間で退院する人も
多くなっています。

その結果、以前よりも妊産婦が出産して、
まだ回復しきっておらず、お腹も痛いとい
う状態で帰宅する状況が数多く生まれてし
まうわけです。本当であれば、もう1 ～ 2
泊したいのに退院しなければならないと。
平成の初期であれば、出産後も1週間くら
いはゆっくりすることができるのが当たり
前でした。

ところが今はもうそういうご時世ではな
くなってしまったのです。医療機関はあく
までも医療を提供するところであるからで
す。そういった妊産婦の受け皿として生ま
れたのが世田谷の産後ケアセンターでし
た。このときの原体験があったのです。

――　そのときのポイントは。
堀岡　山梨県で少子化対策を考える際、

なかなか妙案が出てきませんでした。一番
多いアイデアが、単純にお金を配るという
発想です。しかし、お金を配るというのは、
大変な財源が必要になってきます。しかも、
お金がかかる割には、1人に数千円しか援
助できません。

そうであるならば、少子化対策の一環と
して産後ケアセンターを立ち上げようと提
案しました。ただ、山梨県の産後ケアセン
ターが「山梨県方式」と言われるのには理
由があります。実は母子保健は市町村事業
に該当するのですが、山梨県の場合は山梨
県が主体になったのです。

これは行政の縦割りの話になりますが、
市町村レベルだと、通常の母子保健政策は
身近なところで受けることができてよいの
ですが、産後ケアについては難しい。なぜ
なら、市町村レベルだと子どもの数が少な
いからです。山梨県の人口は約80万人に
なっており、東京都の一つの区である先ほ

どの世田谷区（約90万人）よりも少ない
のです。

山梨県でその数ですから、市町村レベル
で見たら本当に少ない。逆に言うと、世田
谷区くらいの子どもが産まれなければ、産
後ケア施設の収益は黒字になりません。山
梨県内には27の市町村に分かれています。
もし、県内の27市町村がバラバラに産後
ケア施設を展開すれば、収支の面でなかな
か難しいということになります。

――　個別で展開すれば1施設当たりの
利用者も少なくなり、収益も悪くなってし
まいます。
堀岡　ええ。産後ケアに関しては、市町

村の事業と位置づけると効率性が難しく、
全国に広がらないのです。それがネックで
した。仮に市町村の事業として、例えばホ
テルに委託し、利用者がいたらホテルに委
託すると。ただ、ホテルは民間企業が保有
する施設になりますから、それではどうし
ても収益性に課題が出てきてしまう。

県内の27市町村を束ねて

――　では、どのような知恵を絞り出し
たのですか。
堀岡　27の市町村を束ねて、県が産後

ケア事業を担うという形でスタートさせま
した。これが13年、横内正明知事（故人）
の頃です。当時の山下誠・福祉保健部長に
相談すると、国から来たばかりの若造の提
案を真剣にとらえてくださり、横内知事に
あげてくれました。私の問題意識と産後ケ
ア事業への考え方をお伝えすると、知事は
私にフリーハンドでやらせてくれました。
部長と知事には心から感謝しています。

知事の了承を得た上で、県内の27市町
村全部の首長に会いに行きました。もちろ
ん、中には気難しい首長もいらっしゃいま

した。しかし、27市町村のど
れか1つでも脱落してしまえ
ば、この計画は瓦解します。

――　大変な作業でしたね。
堀岡　そうですね。いろいろ

な意見をお持ちの方がいらっ
しゃったのは事実です。産婦人
科医出身の市長の方などからは

「本当に意味があるのか」と厳し
い意見もいただきました。ただ、
どの市町村も少子化を何とかし
たいとの思いがあり、最終的に
は賛成していただきました。特
に市町村の保健師さんたちが
有形無形に味方してくれまし
たことを忘れられません。

――　そこから先はうまく回
転していったのですか。
堀岡　16年1月、笛吹市の県

有地に「産前産後ケアセンター」
が誕生しました。出産直後の母
親をサポートする民設民営の
宿泊型施設です。それで県と
27市町村からの委託を受け、運営は健康
科学大学を運営する学校法人富士修紅学院

（山梨県富士河口湖町）にお願いしました。
同法人の笹本憲男・理事長に、私がこの

産後ケアセンターの構想を説明すると、「こ
れは日本にとって、とても重要なので当法
人がやりましょう」という言葉をいただき
ました。まだ、海のものとも山のものとも
分からないこの事業に手を挙げてくださっ
たことに心から感謝しています。

しかも、開業当初は大赤字でした。初年
度は年間約200泊しか使われませんでした
からね。ところが昨年は約1200泊でした。
県内に生まれる子どもは約4000人ですか
ら、県内の3人に1人が使っていらっしゃ

るという計算になります。

日本が諸外国のモデルに

――　横内知事や27市町村の首長、笹
本理事長といった推進者が手を取り合った
ということが大きかったと言えますね。
堀岡　その通りです。私は県に3年半ほ

どしか出向していませんでしたが、後任の
方々も心の底から県内の産後ケアセンター
の普及・啓発に頑張っていただきました。
27市町村の保健師さんも「山梨の誇りで
す」と言って、出産届を取りに来るときや
母子手帳を渡すときなどに妊産婦の方々に
チラシを渡しながら産後ケアセンターを勧
めてくださいました。

2016 年に開業した「産前産後ケアセンター」（笛吹市）
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他にも全国に「愛育会」という婦人団体
があるのですが、そのうちの山梨支部から
は強力な後押しをいただきました。山梨県
の愛育会は全国で最も組織率が高く、塩分
指導の食事などを啓蒙するなどしていたの
ですが、この団体からも産後ケアセンター
の周知にご協力いただけたのです。

――　関係者の協力があったわけです
ね。逆に最も苦労した点はどこになります
か。
堀岡　やはり27市町村を束ねることで

す。全然関係ない民間企業を27社束ねる
と考えると、難しさを想像していただけま
すでしょうか（笑）。27市町村に同じ方向
を向いて同じ事業に参加してもらうという
のは、なかなか大変でした。

――　市町村ごとに反応で濃淡がある

わけですね。
堀岡　そうですね。ただ、山梨県の良い

点は、とりあえず会って話を聞いてくださ
るのです。当時の私は若造の課長職です。
そんな人間が「市長にどうしても会いたい」
と言うと、皆さん会ってくださる。このこ
とは本当にありがたく思っています。

――　直接会って、どのような説得をし
たのですか。
堀岡　少子化が非常に深刻な問題になっ

ているということは、どの首長も問題意識
として持っていました。何か良い手はない
かと苦しんでいるわけです。そこで汗をか
くのは県です。ですから、今回の産後ケア
センターも県有地を提供し、市町村はそこ
に乗っかるような形式にしました。できる
だけ市町村の負担を減らしたわけです。

――　まさに山梨方式と言われる所以で
すね。
堀岡　全国の自治体からの視察が今でも

盛んだと聞いています。少子化は先進国全
てに共通する課題であり、少子化を克服で
きている国はありません。スウェーデンな
どの北欧諸国は高齢者福祉に注力していま
すが、人口を維持できるほどの出生率を維
持しているわけではありません。

産後ケア事業などを通じて少子化に歯止
めをかけることができれば、国力の低下を
防ぎ、日本のモデルが同じように少子化の
波に直面する諸外国の参考にもなるのでは
ないかと思います。

深刻な日本の科学技術力の低下

――　例えば、福祉国家として有名なス

ウェーデンなども状況は同じですか。
堀岡　そもそも少子化を克服できている

国は現状ありません。スウェーデンやノル
ウェー、フランスなども、人口を維持でき
るような出生率ではありません。

ただし、日本や韓国のように出生率の低
下が際立っている国と、出生率の低下とい
うダメージを極力抑えようとしている国の
2パターンには分かれていますね。

――　深刻な問題ですね。
堀岡　はい。時代は大きく変わりました。

かつては専業主婦しかいなかった時代から
女性の社会参画が進んだわけですから、ど
うしても出生率は下がってしまいます。た
だ、男性の育児休暇の取得など、夫の子育
て参加率が上がっている点は評価できる点
だとは思います。韓国はあまり男性の子育

ゆったりとした空間を意識してつくられており、木を多用した落ち着いた雰囲気が特徴だ 庭には足湯が設置されている
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て参加率が高くなく、ある試算によっては
2050年に韓国の高齢化率が日本を抜くと
も言われています。韓国も健康寿命が延伸
しているため、分母も上がるからです。た
だ、日本が克服できなければ他国では克服
できないのではないでしょうか。

――　日本の取り組みが注目されます
ね。その点、山梨方式は地方創生とも絡む
のではないでしょうか。
堀岡　そうですね。繰り返しになります

が、産後ケアをやろうとして市町村単位で
対応できなければ、市町村で連合して都道
府県に音頭をとってもらう政策をとるしか
ないように思います。国もそのことに気付
いていて、こども家庭庁も産後ケア事業の
実施調整を都道府県でもやりやすいように
することも検討しているようです。そうい
う意味では、市町村だけでなく、都道府県
も産後ケア事業の担い手が拡充されること
には非常に前向きなことではないかと。

――　山梨以外でも積極的な都道府県は
あるのでしょうか。

堀岡　あまり存じ上げませんが、前向き
な都道府県が出てきているようだと聞いて
います。ありとあらゆる先進事例だと言わ
れて多方面から視察が来ているようです
し、山梨県の県議会でも毎回質問されると
聞いています。

――　根本的な議論として、人口が減れ
ば国力が失われるわけですから、いかに子
どもを育てやすい環境をつくるかは大きな
問題になりますね。
堀岡　その通りだと思います。私は今、

文部科学省に出向しているのですが、非常
に深刻だと思うのは、国の科学技術力です。
日本という国ではGDPや人口のみならず、
様々な力が落ちてきているように感じま
す。中でも低下が著しいのが科学技術力。
1992年から2000年前後までは世界にお
ける日本の論文数は米国に次ぐ世界第3位
でした。ところが09年頃から急激に落ち
て、今は世界第5位。

しかし、論文の世界ではトップの「10％
論文」や「1％論文」が世界的に評価される

のですが、それらは世界第13位に過ぎま
せん。もはや中国の背中さえ見えないくら
いになってしまっています。今はベルギー
やイランなどとデッドヒートを繰り広げて
いる状況です。科学技術力の低下は数十年
先の日本の国力に直接跳ね返ってくるもの
なので、ここに対する危機感があります。

――　この背景には何があるのですか。
堀岡　諸説あります。分野にもよるで

しょうしね。そもそもなぜ日本がかつては
世界第3位の地位につけたのか。そこをま
だ分析しきれていないところがあるので
す。例えば、その頃も文科省でもそこまで
の大金を予算として計上していませんでし
たし、科学技術にも計上していませんでし
た。それなのに日本の科学技術力はとても
優れていたのです。それは、日本の研究者
の精神性などが背景にあったのかもしれま
せん。

あるいは、医学研究に関しては、国立大
学法人が04年から法人化し、文科省が設
置する国の行政機関から、各大学が独立し
た法人格をもつ「国立大学法人」となりま
した。国が財政的な責任を持ちながらも、
自主・自立という大学の特性を生かした運
営ができるという新しいスタイルに切り替
わったわけです。それと同時に、独立した
法人格を持つわけですから、独立採算制に
なります。すると、各国立大学にある附属
病院は、極力赤字を出さないような運営を
しなければなりません。

大学と企業との産学連携の必要性

――　即座に収益につながらない研究開
発には及び腰になりますね。
堀岡　ええ。確かに赤字を出さないよう

に経営努力をすること自体は正しい姿だと
思います。ただ、皆さんは忘れてしまって

いるかもしれませんが、約20年前の大学
病院はアクティビティも低く、大学病院の
目の前で起きた救急事故の患者さんを自分
の病院で診療できず、患者さんが亡くなる
ような事件さえ起きました。しかし、今は
大学病院の医療の質は格段に上がったので
す。がんに罹った患者さんの多くは大学病
院で治療を受けるようになっていますし、
多くの大学では救急車を積極的に受け入れ
ています。しかし、その結果、今は大学病
院の先生たちも研究や教育に時間を割くこ
とが難しくなり、臨床に時間がとられてい
ます。

――　良い面と悪い面がありますね。ど
う解決の糸口を探るべきですか。
堀岡　今後の制度改革では研究を支援す

る人を増やそうとしています。日本では研
究者自身が書類作成や庶務などを自分で
行っています。そこで研究者に代わって対
応する人材の確保が必要です。そうすれば、
医師も短時間でも効率的に研究に身を投じ
ることができるようになりますからね。そ
ういったシステムを整えていこうと動いて
います。「時間を作る」ということですね。
個人的には正しい政策だと思います。

そしてもう1つは財政的な支援です。緊
急的には医療機器の支援など国が行いま
す。ただ、私は順天堂大学の出身なのです
が、同大学は花王などと共同研究を行って
もいます。花王も順天堂大学の中にブース
を持っており、大学と産業界とが一緒に
なって研究を行うことで、互いの資金の負
担を軽減するようにしています。これは例
ですが、私立大学だけでなく、国立大学も
国からの支援や研究費はドラスティックに
増やすことは本当に難しく、そういった多
角的に外部資金を用いる取り組みにもっと
積極的になって良いと思います。
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